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医療費助成制度
手当制度のご紹介
医療費助成制度
手当制度のご紹介

障害福祉

各手当にはそれぞれに障害の
程度や支給の制限等の要件が
あります。詳しくは福祉事務所ま
でお問い合わせください。

各手当にはそれぞれに障害の
程度や支給の制限等の要件が
あります。詳しくは福祉事務所ま
でお問い合わせください。

のの

障害者福祉医療費助成制度　　

 この制度は、重度心身障害者・中度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ること
を目的に保険診療の*自己負担分を助成する制度です。
(*自己負担分…他の公費が使える場合は必ずそちらを使っていただき、残ったご本人自
己負担分を助成します)
　現在この制度を受けられている人で、受給者証（証の色：水色・黄色）の有効期限が平
成26年６月30日までとなっている人は更新の申請が必要です。該当者には通知します。

特別障害者手当
　 ▼精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活におい
　　て常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給

特別児童扶養手当
　 ▼身体または精神に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している
　　保護者に支給

障害児福祉手当
　 ▼日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給

高知県重度心身障害児療育手当
　 ▼身体または精神に障害のある18歳未満の児童を自宅で養育している
　　保護者に支給

香南市心身障害児福祉年金
　 ▼20歳未満の者で、その障害が固定し、回復改善の見込みがないと認め
　　られる者の保護者に対して支給

手当制度のご案内

成26年６月30日までとなっている人は更新の申請が必要です。該当者には通知します。

▼中度心身障害者
　  ・身体障害者手帳の３級を取得している
人

      ・療育手帳のＢ１又はＢ２を取得してい
る人

《所得制限》
     ・65歳未満は世帯の総所得額が200万円
以下の人

　 ・65歳以上は住民税非課税世帯の人

▼重度心身障害者
　・身体障害者手帳の１級又は２級を取得
している人

　・療育手帳のＡ１又はＡ２を取得してい
る人

　・18歳未満の児童で、身体障害者手帳の
３級又は４級を取得しており、療育手帳
のＢ１を取得している人

《所得制限》
　・65歳未満の人と、65歳以上で平成15年
10月１日以前に障害となった人は、所
得制限はありません

　・65歳以上で、平成15年10月１日以降、新
たに障害となった人は住民税非課税世
帯の人

☎57-8509☎57-8509

対 

象 

者

市民保険課　☎57-8506

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　　

市
で
は
、糖
尿
病
・
高
血
圧
症
・
脂

質
異
常
症（
高
脂
血
症
）な
ど
の
生
活

習
慣
病
を
早
期
に
発
見
し
、適
切
な
医

療
に
つ
な
げ
て
重
症
化
を
予
防
す
る

こ
と
を
主
な
目
的
に
、健
診
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

健診を受ける際の手続

きが一部変わりました。

５月末に健診受診券
を郵送します

健診受診対象者の皆さんへ今月のチェックポイント 国
保

だ
よ
り

国
保
に
加
入
さ
れ
て
い
る

　
　
　

40
〜
74
歳
ま
で
の
人
へ

　

５
月
末
頃
に
特
定
健
診
の
受
診
券
を

郵
送
し
ま
す
。

　

届
き
ま
し
た
ら
受
診
さ
れ
る
ま
で
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。も
し
受
診
券

が
届
か
な
い
場
合
は
、市
民
保
険
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

　
　
　

加
入
さ
れ
て
い
る
人
へ

　　
受
診
対
象
に
な
る
人
に
、５
月
末
に
受

診
券
を
郵
送
し
ま
す
。　

　
■
受
診
券
が
届
く
人

　

平
成
26
年
３
月
31
日
に
被
保
険
者
の

資
格
を
有
す
る
人
で
、左
記
の
①
か
ら

④
に
該
当
し
な
い
人
。

■
事
前
申
し
込
み
が
必
要
な
人

　

平
成
26
年
４
月
１
日
以
降
に
新
た
に

被
保
険
者
と
な
っ
た
人
で
、左
記
の
①
か

ら
④
に
該
当
し
な
い
人
。希
望
者
は
市
民

保
険
課
高
齢
者
医
療
係
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

●
健
診
を
受
診
で
き
な
い
人

　

①
生
活
習
慣
病
で
医
療
機
関
な
ど
を
受

　

診
中
の
人（
例
：
糖
尿
病
、高
血
圧
、虚

　

血
性
心
疾
患
、腎
機
能
障
害
、肝
脂
肪
、

　

糖
尿
病
疾
患
、肥
満
症
な
ど
）

　

②
医
療
機
関
に
６
カ
月
以
上
継
続
し
て

　

入
院
し
て
い
る
人

　

③
介
護
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
人

　

④
事
業
所
で
健
診
を
受
け
て
い
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
ど

※国保以外の方へ…受診券のことなどについては、加入先へお問い合わせください

対象年齢 健診料金 健診方法

集団健診のみ

持参するもの 問い合わせ

特になし

市民保険課
57‐8506

健康対策課
57‐7516

20～39歳
〈健康診査〉

40～74歳
〈特定健診〉

後期高齢者
医療対象者
〈健康診査〉

集団健診　または
医療機関で個別健診

受診券・問診票
保険証

受診券・問診票
保険証

集団健診　または
医療機関で個別健診

年齢別の受診方法・料金など

市民保険課

健康対策課
または

無
料

　

予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、都
合
の

よ
い
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。な
お
、健
診
の

日
程
・
場
所
に
つ
い
て
は
、受
診
券
と
一
覧
表

を
同
封
し
て
郵
送
し
ま
す
。

　

個
別
健
診
の
で
き
る
委
託
医
療
機
関
で

都
合
の
よ
い
日
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

予
約
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

必
ず
事
前
に
医
療
機
関
に
確
認
を
し
て
く

だ
さ
い
。詳
し
く
は
市
民
保
険
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

1.
集
団
健
診

2.
医
療
機
関

3.
人
間
ド
ッ
ク

　

次
の
機
関
で
受
診
さ
れ
る
人
は
、特
定
健

診
受
診
券
、保
険
証
を
持
参
す
る
こ
と
で
、

特
定
健
診
分
の
助
成
金
額
が
割
引
と
な
り

ま
す
。市
民
保
険
課
で
の
助
成
の
申
請
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Ｊ
Ａ
高
知
病
院・高
知
県
総
合
保
健
協
会・

高
知
検
診
ク
リ
ニ
ッ
ク・
高
知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院・細
木
病
院

【
助
成
額
】約
５
，７
０
０
円(

健
診
単
価
の
改

定
に
よ
り
変
動
あ
り)

※

い
ず
み
の
病
院
も
し
く
は
高
知
赤
十
字
病

院
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

受
診
す
る
前
に
助
成
金
の
申
請
が
必
要
で
す

(

後
期
高
齢
者
医
療
の
人
は
対
象
外)

受
診
方
法
は
次
の
三
つ

健

関
で

後期高齢者医療制度に
　   加入されている人《　　　　》
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